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「リースに関する会計基準」のFM財務評価への影響
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企業会計基準委員会は、2024 年 9 月に「リースに関する会計基準」を公表し、2027 年 4 月から原則

適用することとした。これによりオペレーティング・リースについては貸借対照表に「使用権資産」と「リー

ス負債」を計上し、損益計算書には「使用権資産に係る減価償却費」及び「リース負債に係る利息相当額」

を計上する。「使用権資産」の算定では「リースの期間」が重要となる。そこでリース会計基準の適用

が FM 財務評価に及ぼす影響について考察する。

部会では「FM 財務評価の普及を図る」ため、FM 財務評価の理解のしやすさを追求し、広範な浸透を

目指した活動を行っている。そのため「FM 財務評価ハンドブック」の作成と「FM 財務評価セミナー」

を実施している。同時に FM 財務評価に関連する情報の収集と研究として、インパクト加重会計やリース

会計基準に関する調査・研究、非財務情報を含む会計基準・開示の動向に関する情報収集、オフィス

ビル市場の動向調査、などに取り組んでいる

『FM 財務評価ハンドブック』は 2000 年に初版が発行され、その後 2003 年版、2009 年版と続き、現

在の 2020 年版は第 4 版となる。2020 年版では「ライフサイクルコスト評価」を独立した章として設け

るなど、改訂に合わせて内容の拡充を図っている。定期的に FM 財務評価セミナーを開催し、近年はオ

ンライン化により地方からでも受講できる環境が整備されている。
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1.  はじめに
　本報ではリース会計基準の適用が FM 財務評価に及ぼ

す影響について考察する。

2.  リース会計基準等の概要
（ 1 ）リース会計基準等

　企業会計基準審議会は、国際的な会計基準と同様に借

手のすべてのリースについて資産・負債を計上する会計

基準として企業会計基準第 34 号「リースに関する会計基

準」及び企業会計基準適用指針第 33 号「リースに関す

る会計基準の適用指針」を開発し、公表した。合わせて

関連する会計基準等の改正を行った。以下、本報では「リー

スに関する会計基準」及び「リースに関する会計基準の

適用指針」を合わせて「リース会計基準等」とする。

（２）適用範囲・適用時期

　リース会計基準等は、契約の名称などにかかわらず、

①から③に該当する場合を除き、リースに関する会計処

理及び開示に適用される。

①「公共施設等運営事業における運営権者の会計処理等

に関する実務上の取扱い」の範囲に含まれる運営権

者による公共施設等運営権の取得

② 収益認識会計基準の範囲に含まれる貸手による知的財

産のライセンスの供与（ただし、製造又は販売以外を

事業とする貸手は、当該貸手による知的財産のライセ

ンスの供与についてリース会計基準等を適用すること

ができる）

③ 鉱物、石油、天然ガス及び類似の非再生型資源を探

査する又は使用する権利の取得

　したがって FM の管理対象となる土地や建物の賃貸借

に関する契約については、リース会計基準が適用される。

一方、無形固定資産のリースについては、リース会計基

準等を適用しないことができる。

　適用時期については次のとおり定めている。

④ 2027 年 4 月 1 日以後開始する連結会計年度及び事

業年度の期首から適用する。

⑤ ただし、2025 年 4 月 1 日以後開始する連結会計年度

及び事業年度の期首から適用することができる。

　したがって遅くとも 2026 年度中にリース会計基準等へ

の対応準備を終えておく必要がある。

（ 3 ）リースの定義及びリースの識別

　リース会計基準等では「リース」について「原資産（リー

スの対象となる資産で、貸手によって借手に当該資産を

使用する権利が移転されているもの）を使用する権利を

一定期間にわたり対価と交換に移転する契約又は契約の

一部分」と定義されている。

　リースの識別の判断については「契約が『特定された

資産』の使用を支配する権利を一定期間にわたり対価と

交換に移転する場合、契約にリースが含まれる」とし、具

体的には

① 顧客が「特定された資産」の使用から生じる経済的利

益のほとんどすべてを享受する権利を有している。

② 顧客が「特定された資産」の使用を指図する権利を有

している。

この両方を満たす場合、リースと識別するとしている。

（ 4 ）リースを構成する部分とリースを構成しない部分の区分

　借手及び貸手は、リースを含む契約について、原則と

図表 1　リース会計基準等の概要
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して、リースを構成する部分とリースを構成しない部分と

に分けて会計処理を行うことが求められる。（図表 1）

　借手及び貸手は、契約における対価の金額についてそ

れぞれの部分の独立価格の比率に基づいて配分する。ま

た、借手は、契約における対価の中に、借手に財又はサー

ビスを移転しない活動及びコストについて借手が支払う

金額が含まれる場合、当該金額を契約における対価の一

部としてリースを構成する部分とリースを構成しない部分

とに配分する。

　貸手は、契約における対価の金額についてそれぞれ

の部分の独立販売価格の比率に基づいて配分する。この

とき、契約における対価の中に、借手に財又はサービス

を移転しない活動及びコストについて借手が支払う金額、

あるいは、原資産の維持管理に伴う固定資産税、保険料

等の諸費用（以下「維持管理費用相当額」という）が含

まれる場合、当該配分にあたって、次の①又は②のいず

れかの方法により会計処理を行う。

① 契約における対価の中に借手に財又はサービスを移転

しない活動及びコストについて借手が支払う金額が含

まれる場合に、当該金額を契約における対価の一部と

してリースを構成する部分とリースを構成しない部分

とに配分する方法

② 契約における対価の中に維持管理費用相当額が含ま

れる場合に、当該維持管理費用相当額を契約におけ

る対価から控除し収益に計上する、又は貸手の費用

の控除額として処理する方法

　ただし、上記②の方法においては、維持管理費用相当

額がリースを構成する部分の金額に対する割合に重要性

が乏しいときは、当該維持管理費用相当額についてリー

スを構成する部分の金額に含めることができる。

（ 5 ）リースの期間

　借手のリース期間については、借手が原資産を使用す

る権利を有する解約不能期間に、借手が「行使すること

が合理的に確実」であるリースの延長オプションの対象期

間及び借手が「行使しないことが合理的に確実」である

リースの解約オプションの対象期間を加えて決定する。

　貸手のリース期間の決定方法については、IFRS 第 16

号の定めと整合的な取扱いとしており、次のいずれかの

方法を選択して決定する。

① 借手のリース期間と同様に決定する方法

② 借手が原資産を使用する権利を有する解約不能期間

（事実上解約不能と認められる期間を含む）にリース

が置かれている状況からみて借手が再リースする意思

が明らかな場合の再リース期間を加えて決定する方法

　①の方法は IFRS 第 16 号と整合的な方法であり、②の

方法は企業会計基準第 13 号のリース期間の定めを踏

襲した方法である。すなわち、リースの期間は契約期

間と同じとは限らないことになる。リースの期間は使用

権資産の算定根拠となることから、極めて重要である。

（図表 2）

図表 2　リース期間

（ 6 ）借手のリースの会計処理

　リース会計基準等では、IFRS 第 16 号の定めと同様

に、借手は、使用権資産について、リース開始日に算

定されたリース負債の計上額にリース開始日までに支

払った借手のリース料、付随費用及び資産除去債務に

対応する除去費用を加算し、受け取ったリース・イン

センティブを控除した額により算定することとしている。

リース負債の計上額を算定するにあたっては、原則と

して、リース開始日において未払いである借手のリース

料からこれに含まれている利息相当額の合理的な見積

額を控除し、現在価値により算定する。
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　また、使用権資産の計上額については、IFRS 第 16 号

と整合的に、借手のリース料の現在価値を基礎として算

定することとしている。（図表 3）

　現在価値の算定に用いる割引率は、貸手の計算利子率

を知り得ない場合、借手の追加借入に適用されると合理

的に見積られる利率による。

　保有する土地については減価償却を行わないが、借地

権の設定に係る権利金等は、使用権資産の取得価額に含

め、原則として借手のリース期間を耐用年数とし、減価償

却を行うこととしている。

　原資産の所有権が借手に移転すると認められるリー

ス以外のリースに係る使用権資産の減価償却費につい

ては、定額法等の減価償却方法の中から企業の実態

に応じたものを選択適用した方法により算定し、この

場合、原則として、借手のリース期間を耐用年数とし、

残存価額をゼロとすることとしている。

３．リース会計基準等が FM 財務評価に与える影響
（ 1 ）ファシリティコスト評価

　ファシリティコストは「管理会計」の視点で、それぞ

れの費用が経営にどのような役割を果たしているかとい

う「機能別コスト」で分類・体系化がされている。この

定義では「支払地代」や「支払家賃」は科目「賃借料」

に含まれているが、リース会計基準が適用されると「支払

地代」や「支払家賃」は使用権資産に係る「減価償却費」

として計上され、有形固定資産の「減価償却費」と区別

できない。

　そこで両者を識別するために、ファシリティコストでは

「減価償却費（使用権資産）」、「減価償却費（有形固定

資産）」などの表記で区別する方法が考えられる。これに

より「支払地代」や「支払家賃」は「減価償却費（使用

権資産）」として科目「賃借料」に計上し、「減価償却費（有

形固定資産）」は従来通り科目「減価償却費」に計上する。

図表 3　借手のリース会計処理

図表 4　ファシリティコスト評価
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　リース負債は、原則として利息法により、その未返済元

本残高に一定の利率を乗じた利息相当額を営業外費用と

して各期に配分して事後測定される。これにより、現在は

販売費及び一般管理費に含まれていたファシリティコスト

の一部が営業外費用に計上されることになり、ファシリティ

コストが減少したように見えることになる。そこで現在の

区分では「支払地代」や「支払家賃」に含まれていたリー

ス負債に係る利息相当額を科目「賃借料」に計上する方

法が考えられる。（図表 4）

（ 2 ）施設資産評価

　施設資産とは貸借対照表上の資産に計上されるもので、

FM の管理対象となるものである。

　借手の使用権資産については、次のいずれかの方法に

より貸借対照表に表示する。

① 対応する原資産を自ら所有していたと仮定した場合

に貸借対照表において表示するであろう科目に含め

る方法

② 対応する原資産の表示区分（有形固定資産、無形固

定資産、投資その他の資産等）において使用権資産

として区分する方法　

　FM 財務評価では FM の管理対象ごとに、所有か賃借

かの区分ごとに資産を把握することが望ましいとの観点か

ら、②の方法を推奨する。

　また、負債の部の中では、固定負債の内、資産除去債

務が FM の管理対象となる。

　借手のリース負債については、次のいずれかの方法に

より、貸借対照表に表示する。

③ 貸借対照表において区分して表示する。

④ リース負債が含まれる科目及び金額を注記する。この

とき、貸借対照表日後 1 年以内に支払の期限が到来

するリース負債は流動負債に属するものとし、貸借対

照表日後 1 年を超えて支払の期限が到来するリース負

債は固定負債に属するものとする。

　いずれの方法でも、新たな区分として流動負債、固定

負債それぞれに「リース負債」が追加されるため、リー

ス負債の期間がわかる。（図表 5）

（ 3 ）施設投資評価

　施設投資評価はキャッシュフローで評価するが、リー

ス会計基準が適用されるプロジェクトでは、使用権資

産に係る減価償却費およびリース負債に係る利息相当

額は、実際にキャッシュアウトが発生する。一方、減価

償却資産の取得に伴う減価償却費はみなし費用であり、

キャッシュアウトは発生しない。例えばオフィスをリース

し、内装工事を行った場合のキャッシュフローは図表 6

のようになる。

　また、施設投資評価では割引率を使用するが、割

引率を構成する資本コスト率（WACC）の算定にお

いてリース負債が影響する。リース会計基準が適用

された場合、有利子負債が増加するため、資本コス

ト率（WACC）は負債利率に近づく。 通常、 株主資

図表 5　施設資産評価
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図表 6　施設投資評価（キャッシュフロー）

図表 7　施設投資評価（資本コスト率）
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本コスト率は負債利率より高いことから、資本コスト率

（WACC）は低下することになり、 割引率も低下する

ことになる。その結果、将来のキャッシュフローの影

響が大きくなる。（図表 7）

4.   おわりに
　本報におけるリース会計基準等の概要は、FM 財務評

価に関係が深い項目に限定しているため、詳しくは参考

資料をご参照願いたい。◀




